
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　職員の給与の状況
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

　人件費とは、職員に支給される給与のほか、特別職に支給される給料・報酬等、職員が加入している地方共済組合に事業主として

支払う負担金等を合計したものです。

（注）普通会計とは、一般会計と用地会計を合計したものです。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）
　職員給与費とは、職員に支給する給与の総額をいいます。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

　　　　 ２　職員数は、２３年４月１日現在の支給人数です。

○ 特記事項
・市長、副市長は給料を３０％減額しています（平成２３年１２月１日から平成２４年９月３０日までと平成２４年１１月１日から

　平成２５年３月３１日まで）。

・教育長は給料を３０％減額しています（平成２３年１２月１日から平成２４年９月３０日までと平成２４年１１月１日から

　平成２５年３月３１日まで）。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ 「ラスパイレス指数」とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

　　　２ 「類似団体平均」とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

　　　３ 「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置がないとした場合の値です。

　　　４ ラスパイレス指数の算出方法 : 伊勢原市職員と国家公務員について、それぞれを学歴別・経験年数別に区分し、伊勢原市職員の

　　　　構成が国家公務員と同一であると仮定のうえ、区分ごとに伊勢原市職員と国家公務員の給料を比較して算出します。

区　　分

２３年度

区　　分

２３年度
6,045718 2,701,779 869,929 1,060,959 4,632,667 6,452

千円 千円人 千円 千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

　　　　　千円 千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

（参考）類似団体平均

２２年度の人件費率

人　 　　　　　　　千円

98,175 28,296,236 752,666 6,710,655 23.7

　　　　　（２３年度末） 　　　　　　Ａ

　　　　　千円

23.2

職員数

　　　　　　　　　　　％

　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ

　　　　　　％

（参考）人 件 費 人 件 費 率住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支

　　　　　千円

(H19)

97.6
(H19)

96.9

(H19)

97.9

(H24)

105.4

(H24)

105.9

(H24)

106.9

(H24)

※参考値

97.3

(H24)

※参考値

97.9

(H24)

※参考値

98.8

90

95

100

105

110

伊勢原市 類似団体 全国市平均
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 (4) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２４年４月１日現在）
　　　　①一般行政職

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円 円

　　　　②技能労務職

※民間ﾃﾞｰﾀは、賃金構造基本統計調査において公表されているﾃﾞｰﾀを使用しています。（平成２１年～平成２３年の３カ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

※年収ﾍﾞｰｽの「公務員(C)」及び「民間(D)」のﾃﾞｰﾀは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

（注）１　「平均給料月額」とは、２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。　

　　　2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当の　　 

　　　　　額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれ

　　　　　ていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

　　　３　国の(  )内は、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）です。

　　　　　

（5) 職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）

円

円

円 円 円

技能労務職 円 円

（注）１　技能労務職は、18歳で環境整備員に採用された場合です。

　　　２　国の(  )内は、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）です。

平均給料月額 平均給与月額区　　分 平均年齢

172,557

Ⅱ種 163,986

133,417

(181,200円)

(172,200円)

(140,100円)

国 42.8歳

Ⅰ種

国

－

うち用務員

43.2歳

144,500

1.15

うち清掃職員 6,691,825円

民間

3,989,200円 1.68

6,208,425円 2,861,400円 2.17

うち給食調理員 4,429,356円 3,852,800円

参　考

A / B

－

1.52

(C)
C / D

－

270,465円

1.48

0.97

国

－

区　　分

参　　考

年収ﾍﾞｰｽ（試算値）の比較

公務員

-

(D)
伊勢原市 －

1.90

－

307,506円

－

廃棄物処理従業員 288,200円

286,300円調理士
用務員

高　校　卒 149,800

一般行政職
大　学　卒 181,200

類似団体 49.0歳 39人 314,792円

－

うち自動車運転員 6,293,977円 3,569,300円 1.76

伊勢原市 ４７歳５月 98人

神奈川県 53.4歳 436人

４２歳４月

４６歳７月

４９歳１月

357,283円 334,958円

362,999

304,944 372,906
―

(国ﾍﾞｰｽ)

280,257円

(A)

類似団体 327,748 391,486

401,236

伊勢原市 337,959 460,392 425,615

神奈川県 345,615 454,252

44.6歳

43.1歳

（国ベース）

平均給与月額

５０歳10月

うち自動車運転員等

うち清掃職員

うち給食調理員

うち用務員

297,327円

318,749円

235,190円

314,233円

11人

39人

42人

6人

376,546円

382,743円

272,192円

387,480円

400,788円

426,848円

276,327円

392,054円

区　分

伊勢原市

類似職種
平均
年齢

平均給与月額平均
年齢

職員数
平均給料

月額

平均給与月額 平均給与
月額(B)

民間従業員

－
自家用乗用自動車運転者 264,100円55.1歳

44.7歳

41.8歳

53.5歳

147,000

178,800

143,100

350,255円

(285,030円) (323,181円)

－446,107円 422,551円368,175円

区　　　　　分

－49.7歳 3,479人

円 円

－

伊勢原市 神奈川県

－335,630円

－ － －

(329,917  円) (401,789  円)

206,600円
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（6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）　技能労務職は、ﾓﾃﾞﾙ給料にて平均給料を算出しています。

（7) 給料表の種類、級数、額等の概要（２４年４月１日現在）
　職員の給料については、職務の内容に応じて区分される「給料表」と、職務の複雑さ、困難さ、責任の度合いにより区分される「級」

と、給料表と級に応じて定められている「号給」ごとに決められています。

（8) 一般行政職の級別職員数の状況（２４年４月１日現在）

（注）１　伊勢原市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

131,400円 185,800円

349,900円 390,700円

215,500円

１　　級 主事補
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

20 5.2

２　　級 主事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

43 11.1

３　　級 主任主事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

30 7.7

４　　級 主査
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

128 33.0

５　　級 副主幹
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

72 18.6

６　　級 課長、主幹
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

71 18.3

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

７　　級 部長、参事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

24 6.2

249,100円 299,900円

230,200円

320,600円

技能労務職 98人
最低号給額 121,600円

最高号給額 223,300円

366,200円

最高号給額 259,700円 328,700円 354,700円 405,000円 418,200円 437,600円 470,500円

6級 7級

一般行政職 388人
最低号給額 144,500円 172,200円 230,200円 261,900円 289,200円

種　　類
適用人数 給料月額（円）

（人） 1級 2級 3級 4級 5級

315,038

技能労務職 210,424 255,697

高　校　卒 - -

296,644

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

352,702一般行政職 大　学　卒 263,257 306,788

１級

5.2%
１級

8.4%
１級

0.0%

２級

11.1%

２級

6.4%

２級

4.6%

３級

7.7%
３級

9.4% ３級

17.7%

４級

33.0%

４級

33.9%
４級

36.3%

５級

18.6%

５級

16.6%
５級

12.9%

６級

18.3%
６級

18.9%
６級

20.9%

７級

6.2%

７級

6.4%
７級

7.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２４年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（9) 高齢層職員の昇給停止（抑制）制度の概要
　高齢層の昇給停止（抑制）制度とは民間企業等との均衡を図るため、一定年齢以上の職員について、昇給抑制したり昇給停止したり

する制度です。

　なお、昇給抑制とは、査定昇給時の昇給号級数を半分にすることです。

（10) 職員の手当の状況
　職員は、以下の手当が支給されます。

・期末手当、勤勉手当 : 民間企業のボーナス等に相当する手当

・退職手当 : 退職したときに支給される一時金

・地域手当 : 民間における賃金等を考慮して職員に支給される手当

・特殊勤務手当 : 危険、困難、不健康な業務等に従事したときに支給される手当

・時間外勤務手当 : 正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当

　その他、扶養手当、住居手当、通勤手当等があります。

① 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２３年度支給割合） （２３年度支給割合） （２３年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）１　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

② 退職手当（２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～２０％加算） （２％～２０％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、23年度に退職した職員に支給された平均額です。

③ 地域手当（２４年4月1日現在）
千円

円

％ 人 ％

2.60

10

0.65

国

国の制度（支給率）

53人

1.35

―

全地域 10 758

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算）

支給実績（２３年度決算）

9,046 25,255

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

415,991

317,587

47.50 59.28 47.50 59.28

59.28 59.28 59.28 59.28

23.50 30.55 23.50 30.55

33.50 41.34 33.50 41.34

伊勢原市 国

1.451.45 0.65 1.45 0.65

伊勢原市 神奈川県

１人当たり平均支給額（23年度） １人当たり平均支給額（２３年度）

2.60 1.35 2.60 1.35

1,497 1,648

一般行政職 昇給停止 : 58歳以上 昇給抑制 : 55歳以上 43人

技能労務職 制度無し 昇給抑制 : 55歳以上

職　種 伊勢原市 国
該当職員数

23年度 22年度
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④ 特殊勤務手当（２４年４月１日現在）
千円

　円

　％

⑤ 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

日額300円

3,536

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算）

日額100円

日額100円

日額150円

日額300円

支給実績（２３年度決算）

公害調査、立入検査業務

保健指導業務手当 健康管理課職員他
保健師が行う、母子保健衛生・
予防接種の業務

1件当たり1,500円

動物死体処理 1件当たり200円、
ごみの収集作業 日額300円

日額100円

左記職員に対する支給単価

18.2

25,630

主な支給対象業務

396

191,978

406

198,750

１回当たり200円

1当直当たり100円消防車両運転手当 消防署勤務職員
災害時における中型又は大型の
消防車両運転業務

救急業務手当
救急救命士が救急救命士法で
定める救急救命処置を行う業務

1回当たり150円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ２ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ ２ ２ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ３ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ ２ ３ 年 度 決 算 ）

高所作業等手当 消防署勤務職員
はしご車により10メートル以上高
所にでの消火又は救助作業及
びはしご車を操作する業務

消防署勤務職員

公害調査手当 環境保全課職員他

社会福祉業務手当 生活福祉課職員他

援護、育成又は更生の措置を要
する者又はその家族に対して訪
問指導を行うなどの相談援助業
務

特殊車両運転手当 道路維持補修課職員他 ｸﾞﾚｰﾀﾞ、ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞの運転業務

感染症等業務手当 農政課職員他
感染症等の病原体を有し、又は
有する疑いのある人、動物又は
物件に接する業務

行旅死亡人・
変死人処理手当

生活福祉課職員 行旅死亡人・変死人処理

清掃作業手当 環境美化センター職員他 ごみの収集作業

手当の種類（手当数）

危険現場業務手当 道路部職員他
危険な現場での作業、検査又は
監督の業務

手当の名称 主な支給対象職員

職員全体に占める手当支給職員の割合（２３年度）

9



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑥ その他の手当（２４年４月１日現在）

その他　0円（H22.4.1廃止）

交通機関　全額支給

5km～10km　4,800円

10km～15km　6,500円

15km～20km　8,900円

20km～25km　11,300円

25km～30km　13,700円

30km～35km　16,100円

35km～40km　18,500円

理事　99,000円

部長　86,000円

担当部長　86,000円

専任参事　81,000円

参事　76,000円

課長、担当課長　69,000円

主幹　65,000円

副主幹　51,000円

1日　6,100円

1日（年末年始）　9,150円

国の制度
との異同

手　当　名

（２３年度決算）

平均支給年額

支給職員１人当たり

円4,200円 0

管理職手当 異なる
139,300円を上
限とした定額

166,212

千円 0

千円 719,531

宿日直手当 異なる

円

千円 69,080 円

40km～　20,900円 異なる
40～45km
20,900円

同じ

同じ

異なる 2,000円

異なる 4,100円

同じ

同じ

208,754

千円 282,232

同じ

97,906

異なる 11,000円 100,757

異なる 6,500円

円住居手当

借家（最高支給限度額）
29,500円

異なる 27,000円

持家　14，400円 異なる 無し
千円

無し

満16歳の年度初めから満22
歳の年度末までの子
5,500円

配偶者のいない扶養親族
1人　11,400円

3人目以降　6，500円 同じ

異なる 5,000円

国の制度と
異なる内容

円扶養手当

配偶者　14,000円 異なる 13,000円

2人まで　7,500円

支給実績

（２３年度決算）内容及び支給単価

通勤手当

同じ

53,262

同じ

同じ

交通用具
2km～5km　3,000円
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（11) 特別職の報酬等の状況（２４年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

966,000円×在職月数×0.375 17,388,000円 任期毎

749,000円×在職月数×0.25 8,988,000円 任期毎

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。

　　　２　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）

           勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

（1２) 旅費の概要
　公務出張、赴任に要する費用を旅費として支給している。概要は次のとおり。

560,000 255,000

816,000 497,000

698,000 335,000

出張手当70,070円、赴任手当180,000円
（出張手当は1箇月以内の期間の場合）

1,800円/一夜

12,000円/一夜

実費額

支給額種　類 内　容

鉄道賃、船賃、
航空賃、車賃

運賃等を支給しています。

支度料
外国への出張、赴任には、支度に要する費用を支給してい
ます。

宿泊料 宿泊を要する場合について支給しています。

食事料

次の場合に限り支給しています。
①船賃、航空賃のほか別に食費を必要とする場合
②船賃、航空賃を必要としないが食費を必要とする場合
③宿泊料定額と宿泊料の実費との差額の範囲内で支給。
（その実費が宿泊料定額に満たない場合で、別に食費を必要と
し、かつ、実費中に食費が含まれていない場合に限る）

議 長 　　（２３年度支給割合）

備　　　　考

退
職
手
当

市 長

副 市 長

620,000 275,000

副 市 長 3.90期
末
手
当

市 長 　　（２３年度支給割合）

副 議 長 3.90

議 員

報

酬

議 長 527,680

435,000

469,000

議 員 421,950

544,000

副 議 長 454,930

1,000,000 447,500

966,000

副 市 長

749,000

524,300

区 分 給 料 月 額 等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 676,200
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